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陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 
物品番号  仕 様 書 番 号 

Wi-Fiルーターの賃貸借 

１ 

作成年月日 令和６年４月１７日 

変更年月日 令和 年 月  日 

作成部隊等 自衛隊船岡駐屯地業務隊厚生科 

1 総則 

1.1 適用範囲 

この仕様書は，陸上自衛隊船岡駐屯地業務隊（以下「船岡業務隊」という 。）において，駐屯地隊

員の福利厚生を目的に使用するWi-Fiルーターの賃貸借について規定する。 

1.2 用語及び定義 

 この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。 

1.3 引用文書 

 この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成す

ものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

a) 仕様書 

  ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１ 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書 

b) ＩＳＯ/ＩＥＣ２７００１ 

  組織のＩＳＭＳ（情報セキュリティ・マネジメント・システム）を認証するための要求事項を制定

した国際規格（２００５年１０月発行） 

 

2 一般的事項 

 製品に関して，本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商習慣

による。 

 

3 製品及び通信役務に関する要求 

3.1 製品の仕様 

 製品の仕様は，Wi-Fiルーターとする。 

3.2 性能・保障等 

 性能等は，次による。 

a) スマートフォン，タブレット端末，ノートパソコンに対し、同時に２０台以上インターネット接続

が可能であるものとする。 

ｂ) 対応するＯＳはｉＯＳ，ＡｎｄｒｏｉｄＯＳ，Ｗｉｎｄｏｗｓ１０、Ｗｉｎｄｏｗｓ８．１，Ｗ

ｉｎｄｏｗｓ７に対応できるものとする。 

3.3 使用エリア 

 利用国（日本） 自衛隊船岡駐屯地内（宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大沼端１－１）にて使用可能

であること。 

3.4 予定使用通信量 

 予定使用通信量は，無制限とする。 

3.6 使用期間 

 令和６年５月１日から令和７年３月３１日（１１か月間） 

 

4 料金等 

4.1 データ通信料及び搬出・入費用 

 データ料金及び搬出・入費用は契約金額に含むものとする。 

    

5 製品及び使用に関する保守等 

 製品及び使用に関する保守等は，次による。 



 

a) 本件で使用する通信ネットワークが２４時間３６５日で監視・運用されていること。 

b) 紛失等した場合，遠距離操作等で使用不可にできること。 

c) 保守又は修繕態勢が確立しており，故障発生時に迅速に対応できること。 

 

6 品質保証 

 監督及び検査は，分任契約担当官が定める監督・検査実施要領による。 

 

7 出荷条件 

7.1 包装 

 製品の包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商習慣による。 

 

8 その他の指示 

8.1 附属品・予備品 

 附属品及び予備品は，製造者の定めた仕様及び規格による。 

8.2 納入書類 

8.2.1 添付書類 

 添付書類は，調達要領指定書によって定める場合を除き，次による。 

a) 取扱説明書（日本語版）  １部 

b) 附属品明細表（様式適宜） １部 

8.3 秘密保全 

a) 駐屯地内への出入り及び施設への立ち入りについては，官側担当者の指示に従い，関係規則等に基

づく手続きを行うとともに，諸規定に従うものとし，立ち入りを禁止した区域及び業務に関係のない

施設への立ち入りを禁止する。 

b) 契約を履行する上で知り得た情報を他のものに漏らしてはならない。また、契約終了後も同様とす 

る。 

8.4 仕様書に関する疑義 

 契約の相手方は、この仕様書の内容に関し疑義を生じた場合は、分任契約担当官と協議するものとす

る。 


